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第１章 計画の策定にあたって 
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１ 計画策定の背景と趣旨 

国は、平成２年の「1.57 ショック」を契機に、仕事と子育ての両⽴支援など子ど

もを生み育てやすい環境づくりに向けての対策の検討を始めて以来、様々な少子化対

策に取り組んできました。しかしながら、少子化は急速に進行しており、子ども・子

育てを取り巻く社会情勢の変化を受け、平成 24 年８月には「子ども・子育て関連３

法」を制定しました。 

そして、平成 27 年４月から本格施行した「子ども・子育て支援新制度」のもと、

質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供と、地域の子ども・子育て支援の充

実を図り、全ての子どもが健やかに成長できる社会の実現を目指してきました。 

その後、平成 28 年６月には「ニッポン一億総活躍プラン」が策定され、「希望出生

率 1.8」の実現に向けた対応策を掲げ、⼥性就業率の上昇を目指すことに合わせ、保

育ニーズの増加が見込まれることから、平成 29 年６月に公表された「子育て安心プ

ラン」では、⼥性就業率 80％にも対応できる保育の受け皿を整備することとされ、

同年 12 月に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」では、子育て世代、子ど

も達に大胆に政策資源を投入することとされ、令和元年 10 月から幼児教育・保育の

無償化が実施されました。 

こうした背景の中、本市は、平成 27 年３月に「向日市子ども・子育て支援事業計

画」を策定し、誰もが安心して子どもを産み、子育てに夢や希望を持つことができる

社会の実現に向けて、子育て環境の整備に取り組んできました。 

令和元年度に第１期計画の計画期間が満了を迎えることから、「第２期向日市子ど

も・子育て支援事業計画」を策定し、引き続き、子どもと子育て家庭の目線に⽴ち、

子どもの育ちを重視する本市の実情に即した更なる環境整備を図ることを目指します。 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、子ども・子育て支援法第６１条第１項に基づく「市町村子ども・子育て

支援事業計画」として位置付けられます。 

また、本計画は、本市が今後進める子ども・子育て施策の基本的方向や目標を示す

ものです。 

策定にあたっては、上位計画である「第２期ふるさと向日市創生計画」をはじめ、

その他の関連計画との整合性を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の実施期間 

本計画は、令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とします。 

また、社会情勢の変化や子育て家庭のニーズの多様化等に適切に対応するため、必

要に応じて計画の見直しを行います。 

H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6

第１期子ども子育て支援事業計画 第２期子ども子育て支援事業計画

 

第２期ふるさと向日市創生計画 

子ども・子育て関連３法 

・子ども子育て支援法 

・認定こども園法の一部を改正す

る法律 

・関連法律の整備等に関する法律 

京都府子ども・子育て支援新計画 

向日市地域福祉計画 

 

第
２
期
子
ど
も
子
育
て 

支
援
事
業
計
画 

向日市健康づくり計画 

その他関連計画 

第３次向日市

障がい者計画 

第５期向日市障がい福祉計画 

第１期向日市障がい児福祉計画 

向日市子どもの貧困対策計画 

【関連する個別計画】 
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４ 計画策定の策定体制 

本計画の策定にあたっては、「向日市子ども・子育て会議」において審議を行い、計

画内容の検討を行います。 

また、平成３１年４月に「向日市子ども・子育てに関するアンケート」を実施し、

子育てに係る課題やニーズの把握に努めるとともに、計画素案の立案に際してパブリ

ックコメント等を実施し、市民の皆さまからの意見を募ります。 

 

（１）向日市子ども・子育て会議 ● ● ● ● ● ● ● 

本市における子ども・子育て支援施策を子どもおよび子育て家庭の実情を踏まえて

実施するため、子育て中の保護者、学識経験者、子育て支援に関する事業に従事する

者等で構成する「向日市子ども・子育て会議」を開催し、子ども・子育て支援事業計

画の内容について協議しました。 

 

（２）子ども・子育てに関するアンケートの実施 ● ● ● ● ● ● ● 

本計画を策定するための基礎資料を得るため、「子育て支援に関するアンケート調

査」を実施し、子育て支援に関するサービスの利用状況や今後の利用希望等の把握を

行いました。 

特に、就学前児の保護者、小学生の保護者調査においては、国から示された調査項

目および集計方法に基づき、潜在需要も含めて、ニーズ調査の結果の分析を行いまし

た。 

 

（３）関係機関へのヒアリング ● ● ● ● ● ● ● 

子ども・子育て支援施策を地域での関係機関及び庁内において連携し、総合的かつ

計画的に実施していくため、関係機関や関係部局に取り組み事業等の進捗状況や今後

の方向性についてヒアリングを行います。 

 

（４）パブリックコメントの実施 ● ● ● ● ● ● ● 

この計画の素案を市役所などの窓口やホームページで公開し、広く市民の方々から

意見を募り、計画を策定します。 
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第２章 向日市の子ども・子育てを取り巻く状況 
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１ 統計によるまちの現状 

（１）人口の状況 ● ● ● ● ● ● ● 

① 年齢３区分別人口の推移 

本市の人口推移をみると、総人口は年々増加し、平成31年で57,490人となってい

ます。また、年齢３区分別人口構成の推移をみると、老年人口（65歳以上）が最も増

加しており、高齢化が進んでいます。 

 

年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年３月末日現在） 

 

 

年齢３区分別人口の構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年３月末日現在） 

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳）

老年人口（65歳以上）

7,580 7,675 7,838 7,969 8,018

32,624 32,910 33,704 34,127 34,211

14,267 14,641 14,871 15,085 15,261

54,471 55,226 56,413 57,181 57,490

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

(人)

13.9 13.9 13.9 13.9 13.9

59.9 59.6 59.7 59.7 59.5

26.2 26.5 26.4 26.4 26.5

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳）

老年人口（65歳以上）
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② 年齢別就学前児童数の推移 

本市の０歳から５歳の子ども人口は平成27年以降増加しており、平成31年３月現

在で3,228人となっています。 

 

子ども人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年３月末日現在） 

 

 

③ 年齢別就学児童数の推移 

本市の６歳から11歳の子ども人口は平成27年以降減少しており、平成31年３月現

在で3,126人となっています。 

 

子ども人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年３月末日現在） 

 

６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

408 473 498 552 489

470 439 531 535 583

418 497 483 553 550
484 435

532 507 552
495 496

447
527 521479 512

507
461 533

2,754 2,852 
2,998 

3,135 3,228 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

(人)

497 495 538 507 480

554 504 507 550 507

512 561 503 510 549

532 513 570 506 509

578 535 518 581 503

520 582 538 523 578

3,193 3,190 3,174 3,177 3,126 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

(人)
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（２）出生の動向 ● ● ● ● ● ● ● 

① 出生数と出生率 

出生数は年々増加し、平成29年では528人となっています。 

出生率も同様に増加し9.5となっており、全国・京都府を上回っています。 

 
出生数と出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：京都府保健福祉統計、厚生労働省人口動態調査 

 

②合計特殊出生率 

15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計した合計特殊出生率は１人の女性が仮

にその年次の年齢別出生率で一生の間に産むとしたときの平均の子どもの数であり、

この数字は一般に少子化問題との関係で用いられます。本市の合計特殊出生率は平成

29年までは増加しており、平成29年で1.67となっています。また、全国・県と比較

すると高い値で推移しています。 

 
合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：京都府保健福祉統計 

出生数 向日市 京都府 全 国

422 429 470 528

7.9 8.1 8.6

9.5

7.6 7.7

7.6 7.3
8.0 8.0

7.8 7.6

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

0

200

400

600

800

1,000

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

（人口千対）(人)

1.36
1.41

1.52

1.67

1.24

1.35 1.34 1.31

1.42 1.45
1.44

1.43

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

向日市 京都府 全 国
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（３）世帯の状況 ● ● ● ● ● ● ● 

① 世帯数と１世帯当たり人数 

本市の一般世帯数は増加しており、平成27年で21,345世帯となっています。一方、

１世帯あたり人員を見ると減少しており、平成27年で2.50人となっています。 

 

世帯の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

② 子どものいる世帯数 

本市の子どものいる世帯数は年々減少しており、平成27年で６歳未満の親族がいる

世帯数は2,089世帯、18歳未満の親族がいる世帯数は5,383世帯となっています。 

 

子どものいる世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

一般世帯数 １世帯当たり人員

2,313 2,535 2,611 2,389
2,089

6,024
5,636 5,638 5,595 5,383

0

2,500

5,000

7,500

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

(世帯)

18,455 19,438
20,854 21,267 21,345

2.88 2.73 2.62 2.53 2.50

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

0

10,000

20,000

30,000

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

（人）(世帯)

６歳未満の親族がいる世帯数 18歳未満の親族がいる世帯数
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③ 子どものいる世帯の平均こども数 

18歳未満の子どもがいる世帯の平均子ども数、6歳未満の子どもがいる世帯の平均

子ども数ともに、増減を繰り返しながら緩やかに減少傾向で推移しており、平成27

年で18歳未満の親族がいる世帯の平均子ども数は1.68人、６歳未満の親族がいる世

帯の平均子ども数は1.28人となっています。 

 

子どものいる世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

④ ひとり親世帯の推移 

本市の18歳未満の子どもがいる母子世帯は増減を繰り返しており、平成27年で

322世帯となっています。また、18歳未満の子どもがいる父子世帯は年々減少して

います。 

 

ひとり親世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

18歳未満の子どもがいる母子世帯 18歳未満の子どもがいる父子世帯

337
312 322

37 32 30

0

100

200

300

400

平成17年 平成22年 平成27年

(世帯)

1.32 1.31 1.29 1.31 1.28

1.71 1.68 1.67 1.69 1.68

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

（人）

６歳未満の親族がいる世帯の平均子ども数

18歳未満の親族がいる世帯の平均子ども数
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（４）婚姻の動向 ● ● ● ● ● ● ● 

① 婚姻数と婚姻率 

婚姻数は、増減を繰り返しており、平成29年では235件となっています。 

婚姻率も同様に増減を繰り返しており、平成29年では4.2となっています。 

 

婚姻数と婚姻率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：京都府保健福祉統計、厚生労働省人口動態調査 

 

 

②離婚数と離婚率 

離婚数は、増減を繰り返しており、平成29年では80件となっています。 

離婚率を全国・京都府と比較すると、各年とも低くなっており、平成29年では、

1.4となっております。 

離婚数と離婚率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：京都府保健福祉統計、厚生労働省人口動態調査 

向日市の離婚数 向日市 京都府 全国

向日市の婚姻数 向日市 京都府 全国

84 80 87 80

1.6 1.5
1.6

1.4

1.7 1.7
1.7 1.6

1.8
1.8

1.7

0.0
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平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

（人口千対）(件)
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③ 男性の未婚率 

男性の未婚率を年齢区分別にみると、35歳以上での割合が年々増加しています。平

成７年と平成27年の値を比べると、20代以上で増加となっており、特に３０歳以上

の割合については、10ポイント以上の増加となっています。 

また、平成27年の30歳以降の未婚率は、全国・京都府を下回っています。 

 

男性の未婚率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

平成 27 年 男性の未婚率の比較（全国・府） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳

平成７年 99.5 93.6 64.3 33.7 17.8 12.9 8.2

平成12年 99.3 93.3 68.5 42.1 23.0 15.7 12.4

平成17年 99.7 94.2 69.0 42.3 28.9 20.3 14.4

平成22年 99.7 93.4 72.5 44.6 30.4 25.5 19.8

平成27年 99.5 95.0 71.0 44.4 31.5 25.6 23.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

(％)

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳

向日市 99.5 95.0 71.0 44.4 31.5 25.6 23.0

京都府 98.2 90.8 70.9 47.4 34.6 29.1 24.8

全国 98.6 90.5 68.3 44.7 33.7 29.0 25.1

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

(％)
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④ 女性の未婚率 

女性の未婚率を年齢区分別にみると、20～24歳、35～39歳での割合が年々増加

しています。平成７年と平成27年の値を比べると、すべての年代で増加となっており、

特に30～34歳の割合については、15ポイント以上の増加となっています。 

また、平成27年の25～34歳、40～44歳の未婚率は、京都府を下回っているもの

の、全国を上回る値となっています。 

 

女性の未婚率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

平成 27 年 女性の未婚率の比較（全国・府） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳

平成７年 99.2 88.4 49.1 18.2 9.4 5.2 5.0

平成12年 99.2 89.5 56.2 27.1 14.4 6.8 4.9

平成17年 99.2 90.4 59.3 30.8 18.7 11.8 6.8

平成22年 99.5 90.6 61.8 34.2 23.1 17.2 11.2

平成27年 99.5 92.9 61.6 33.4 23.3 19.1 15.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

(％)

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳

向日市 99.5 92.9 61.6 33.4 23.3 19.1 15.8

京都府 98.0 89.4 63.4 38.1 26.7 21.1 17.9

全国 98.6 88.0 58.8 33.6 23.3 19.0 15.9

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

(％)
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（５）就業の状況 ● ● ● ● ● ● ● 

① 男女別就業率 

男性の就業率は年々減少し、平成27年では64.5％となっています。女性の就業率

についてはほぼ横ばいで推移しており、平成27年では45.9％となっています。 

 
男女別就業率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

② 女性の年齢別就業率の推移 

本市の女性の年齢別就業率は、出産・育児期に落ち込み、再び増加するM字カーブ

を描いています。落ち込みの大きい30～39歳の就業率は平成22年に比べ平成27年

で上昇し、近年ではＭ字カーブは緩やかになっています。 

 
女性の年齢別就業率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

平成27年 平成22年

13 .4 

61 .1 

73 .7 

66 .2 66 .2 
69 .4 

73 .6 
70 .4 

63 .4 

45 .7 

28 .9 

15 .2 8 .1 4 .4 
1 .7 

11.8

61.1 68.6

61.2
57.1

64.6
68.6 68.9

56.8

38.8

20.9

13.5
6.2 3.7

0.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85歳

以上

（％）

76.0
72.4 69.2 66.8 64.5

45.7 44.5 44.5 43.8 45.9 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

（％）

向日市男性 向日市女性
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0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85歳

以上

（％）

 

 

③ 女性の年齢別就業率（国・府比較） 

本市の平成27年の女性の年齢別就業率を全国、府と比較すると、20代～50代前半

で全国・府より高いものの、50代後半からは全国・府より低くなっています。 

 
女性の年齢別就業率（国・府比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 27 年） 

 

 

④ 女性の年齢別就業率（既婚・未婚比較） 

本市の平成27年の女性の未婚・既婚別就業率をみると、特に20歳代から50歳代に

おいて既婚者に比べ未婚者の就業率が高くなっています。 

 
女性の年齢別就業率（既婚・未婚比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 27 年） 

既婚 未婚

向日市 京都府 全 国

33.3 50.8 

59.6 56.4 59.7 
65.9 

69.5 67.2 
60.7 

42.2 

26.7 

15.3 

6.8 
4.7 1.2 

13 .4

61 .4

82 .9 82 .4 83 .3
76 .2

82 .5
77 .3

67 .0

41 .7

26 .5

22 .9 18 .8

3 .8
0 .0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85歳

以上

（％）
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２ 市民意識調査結果 

（１）調査の目的 ● ● ● ● ● ● ● 

本調査は、「第２期向日市子ども・子育て支援事業計画」の策定にあたり、市民の皆

様の子育てに関する状況や向日市の子育て支援サービスの利用状況及び利用意向を把

握し、計画策定の基礎資料とするために、実施しました。 

 

（２）調査概要 ● ● ● ● ● ● ● 

■調査地域 ：向日市全域 

■調査対象者：就学前児童の保護者：向日市在住の小学校に入学するまでのお子さん

がいらっしゃるご家庭 

小学校児童保護者 ：向日市在住の小学生がいらっしゃるご家庭 

■調査期間 ：平成31年４月19日から令和元年５月10日まで 

■抽出方法 ：無作為抽出 

■調査方法 ：郵送による配布・回収 
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（３）就学前児童の保護者への調査 ● ● ● ● ● ● ● 

●子どもが日常的に通っている施設について 

「保育所」の割合が38.6％と最も高く、次いで「幼稚園」の割合が29.2％、「いず

れにも通っていない」の割合が27.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●日頃、子どもををみてもらえる親族・知人について 

「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」の割合が64.2％と

最も高く、次いで「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」の割合が18.7％、「い

ずれもいない」の割合が15.4％となっています。 

平成25年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 578 ％

幼稚園

保育所

認定こども園

いずれにも通っていない

その他

無回答

29.2

38.6

2.9

27.5

0.9

0.9

0 20 40 60 80 100

％

日常的に祖父母等の親族にみ

てもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖

父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる

友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子

どもをみてもらえる友人・知人

がいる

いずれもいない

無回答

18.7

64.2

1.2

9.0

15.4

1.7

22.1

64.7

3.1

13.3

11.1

4.6

0 20 40 60 80 100

令和元年度調査

(回答者数 = 578)

平成25年度調査

(回答者数 = 913)
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●子育てをしていて、日頃悩んでいること、不安に感じることについて 

「子どものしつけ」の割合が51.7％と最も高く、次いで「子どもの教育や将来の教

育費」の割合が46.5％、「病気や発育・発達」の割合が39.6％となっています。 

 

【お子さんのこと】                  【保護者のこと】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他のこと】 

 

 

回答者数 = 578 ％

病気や発育・発達

食事や栄養

育児の方法

子どものしつけ

子どもとの接し方

子どもの遊び

子どもの教育や将来の教育費

子育てで出費がかさむ

子どもの生活リズムが乱れてい
る

特になし

その他

39.6

33.9

28.7

51.7

17.6

14.7

46.5

19.0

5.9

5.4

1.6

0 20 40 60 80 100



 

19 

 

 

 

●保護者の現在の就労状況について 

母親 

「以前は就労していたが、現在は就労し

ていない」の割合が37.1％と最も高く、

次いで「フルタイムで就労しており、産

休・育休・介護休業中ではない」の割合が

27.6％、「パート・アルバイト等で就労し

ており、産休・育休・介護休業中ではない」

の割合が20.8％となっています。 

平成25年度調査と比較すると、「フルタ

イムで就労しており、産休・育休・介護休

業中ではない」の割合が増加しています。

一方、「以前は就労していたが、現在は就

労していない」「これまで就労したことが

ない」の割合が減少しています。 

 

 

 

父親 

「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」の割合が97.0％

と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

フルタイムで就労しており、産

休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労して

おり、産休・育休・介護休業中で

はない

パート・アルバイト等で就労して

いるが、産休・育休・介護休業

中である

以前は就労していたが、現在は

就労していない

これまで就労したことがない

無回答

27.6

11.4

20.8

1.6

37.1

0.5

1.0

18.0

8.4

20.4

1.9

43.5

6.0

1.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 569 ％

フルタイムで就労しており、産

休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、
産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労して
おり、産休・育休・介護休業中で

はない

パート・アルバイト等で就労して
いるが、産休・育休・介護休業

中である

以前は就労していたが、現在は
就労していない

これまで就労したことがない

無回答

97.0

0.7

0.4

0.0

0.7

0.0

1.2

0 20 40 60 80 100

令和元年度調査

(回答者数 = 577)

平成25年度調査

(回答者数 = 912)
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％

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

40.7

46.2

11.9

1.2

55.6

28.1

14.7

1.6

0 20 40 60 80 100

●平日の定期的な教育・保育事業の利用について 

「保育所」の割合が48.9％と最も高く、次いで「幼稚園（預かり保育の利用なし）」

の割合が30.5％、「幼稚園（預かり保育を定期的に利用）」の割合が12.4％となって

います。 

平成25年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成25年度調査では、「小規模保育施設（６～１９人）」「企業主導型保育施設」の選択肢

はありませんでした。 

 

●育児休業など職場の両立支援制度について 

【育児休業の取得状況】 

母親 

「取得した（取得中である）」の割合が

46.2％と最も高く、次いで「働いていな

かった」の割合が40.7％、「取得していな

い」の割合が11.9％となっています。 

平成 25 年度調査と比較すると、「取得

した（取得中である）」の割合が 18.1％増

加しています。一方、「働いていなかった」

の割合が 14.9％減少しています。 

令和元年度調査

(回答者数 = 419)

平成25年度調査

(回答者数 = 551)

令和元年度調査

(回答者数 = 578)
平成25年度調査

(回答者数 = 912)



 

21 

 

 

取得していない理由 

「子育てや家事に専念するため退職し

た」の割合が47.8％と最も高く、次いで

「職場に育児休業の制度がなかった（就業

規則に定めがなかった）」の割合が30.4％、

「仕事に戻るのが難しそうだった」の割合

が15.9％となっています。 

平成25年度調査と比較すると、「子育て

や家事に専念するため退職した」「職場に

育児休業の制度がなかった（就業規則に定

めがなかった）」の割合が増加しています。

一方、「（産休後に）仕事に早く復帰したか

った」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父親 

「取得していない」の割合が87.4％と

最も高くなっています。 

平成２５年度調査と比較すると、大きな 

変化はみられません。 

 

％

配偶者が育児休業制度を利用

した

配偶者が子育てに専念してい

る、祖父母等の親族にみてもら

えるなど、制度を利用する必要

がなかった

職場に育児休業を取りにくい雰

囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰した

かった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだっ

た

収入減となり、経済的に苦しくな

る

保育所（園）などに預けることが

できた

子育てや家事に専念するため

退職した

職場に育児休業の制度がな

かった（就業規則に定めがな

かった）

有期雇用のため育児休業の取

得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知

らなかった

産前産後の休暇（産前６週間、

産後８週間）を取得できることを

知らず、退職した

その他

無回答

1.4

5.8

5.8

2.9

1.4

15.9

0.0

2.9

2.9

47.8

30.4

7.2

0.0

1.4

15.9

2.9

1.5

10.4

3.7

4.5

9.7

11.9

0.0

6.0

3.0

39.6

14.9

9.7

0.7

2.2

17.9

7.5

0 20 40 60 80 100

令和元年度調査

(回答者数 = 578)
平成25年度調査

(回答者数 = 881)

％

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

0.5

4.8

87.4

7.3

0.9

1.1

88.9

9.1

0 20 40 60 80 100

令和元年度調査

(回答者数 = 69)

平成25年度調査

(回答者数 = 134)
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取得していない理由 

「配偶者が子育てに専念している、祖父

母等の親族にみてもらえるなど、制度を利

用する必要がなかった」の割合が48.3％

と最も高く、次いで「配偶者が育児休業制

度を利用した」の割合が41.0％、「職場に

育児休業を取りにくい雰囲気があった」の

割合が29.3％となっています。 

平成25年度調査と比較すると、「配偶者

が育児休業制度を利用した」「職場に育児

休業を取りにくい雰囲気があった」の割合

が増加しています。一方、「配偶者が子育

てに専念している、祖父母等の親族にみて

もらえるなど、制度を利用する必要がなか

った」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

配偶者が育児休業制度を利用
した

配偶者が子育てに専念してい
る、祖父母等の親族にみてもら

えるなど、制度を利用する必要
がなかった

職場に育児休業を取りにくい雰
囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰した
かった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだっ
た

収入減となり、経済的に苦しくな

る

保育所（園）などに預けることが
できた

子育てや家事に専念するため

退職した

職場に育児休業の制度がな
かった（就業規則に定めがな

かった）

有期雇用のため育児休業の取
得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知
らなかった

産前産後の休暇（産前６週間、

産後８週間）を取得できることを
知らず、退職した

その他

無回答

41.0

48.3

29.3

27.1

0.0

3.8

9.7

24.6

1.6

0.0

7.7

0.2

0.8

0.0

3.0

5.3

26.9

57.5

23.2

27.8

0.1

3.2

6.0

19.9

0.9

0.1

11.9

0.0

1.1

0.0

4.2

3.2

0 20 40 60 80 100

令和元年度調査

(回答者数 = 505)

平成25年度調査

(回答者数 = 783)
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●子育て支援施策全般で、望ましい子育て支援策について 

「子どもの健康や医療に関する取組の充実」の割合が54.3％と最も高く、次いで「教

育環境の整備」、「交通事故・犯罪の予防・防止等、子どもの安全対策の充実」の割合

が52.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）小学生保護者の調査 ● ● ● ● ● ● ● 

●放課後（平日の小学校終了後）の過ごし方について 

「自宅」の割合が58.4％と最も高く、次いで「習い事（ピアノ教室、サッカークラ

ブ、学習塾など）」の割合が50.6％、「留守家庭児童会（放課後児童健全育成事業）」

の割合が28.6％となっています。 

平成25年度調査と比較すると、「祖父母宅や友人・知人宅」の割合が減少していま

す。 

 

 

※平成25年度調査では、「放課後等デイサービス」 

の選択肢はありませんでした。 

 

 

 

回答者数 = 435 ％

妊娠・出産の支援の充実

子どもの健康や医療に関する

取組の充実

保育施設の整備や留守家庭児

童会等の子育て支援の取組の

充実

教育環境の整備

仕事と子育ての両立支援と働き

方の見直しの促進

子育てに関する相談体制の整

備

交通事故・犯罪の予防・防止

等、子どもの安全対策の充実

その他

特になし

無回答

11.5

54.3

29.9

52.6

36.1

12.4

52.6

5.1

0.7

1.1

0 20 40 60 80 100

令和元年度調査

(回答者数 = 77)
平成25年度調査

(回答者数 = 129)
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●子育てをしていて、日頃悩んでいること、不安に感じることについて 

「子どもの教育や将来の教育費」の割合が53.3％と最も高く、次いで「不審者など

による犯罪」の割合が42.1％、「友達づきあい（いじめ等を含む）」の割合が40.6％

となっています。 

 

【子どものこと】               【ご自分のこと】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

 

 

回答者数 = 435 ％

病気や発育・発達

食事や栄養

子育ての方法

子どもとの時間がとれない

子どもとの接し方

子どもの教育や将来の教育費

友達づきあい（いじめ等を含む）

登校拒否・不登校

子どもの生活リズムが乱れてい
る

特にない

その他

34.9

17.5

32.2

20.0

23.9

53.3

40.2

3.7

9.9

8.5

2.5

0 20 40 60 80 100 ％

仕事や自分のやりたいことがで
きない

配偶者・パートナーの協力が少

ない

話し相手や相談相手、協力者

がいない

保護者同士の交流・つきあいが
難しい

子どもを叱りすぎているような気

がする

子育てのストレスがたまって、
子どもに手をあげたり、世話をし

なかったりしてしまう

地域の子育て支援サービスの
内容や利用・申し込み方法がよ

くわからないこと

家族の中での子育て方針の違

い

特にない

その他

21.1

17.5

4.4

15.9

37.2

3.7

2.8

6.9

23.4

5.3

0 20 40 60 80 100
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直近実績値
計画値

（量の見込み）
進捗率

平成３０年度（A） 平成３１年度(B) （A/B）

589 618 95%
714 766 93%
514 519 99%
102 117 87%

直近実績値
計画値

（量の見込み）
進捗率

平成３０年度（A） 平成３１年度(B) （A/B）

1 1 100%

7 7 100%

12,112 10,296 118%

522 436 120%

329 254 130%

164 200 82%

21 40 53%

1 5 20%

1,071 1,190 90%

3 3 100%

3 4 75%

3,672 4,176 88%

8 9 89%

421 317 133%

636 610 104%

３ 第１期計画の評価 

第１期では、国の子ども・子育て支援法に基づく基本計画により、教育・保育及び

地域子ども・子育て支援事業について、量の見込みに対する確保の内容を数値目標と

して設定し、子どもや子育て家庭を取り巻く環境の整備を進めてきました。 

（１）教育・保育事業の実績（進捗状況） ● ● ● ● ● ● ● 

                          

 

 

 

 

 

 

 

※１ ２号認定の教育ニーズを含む 

※２ 教育ニーズを除く 

（２）地域子ども・子育て支援事業の実績（進捗状況） ● ● ● ● ● ● ● 

計画策定時実績値

平成２７年度

１号（３－５歳）※１ 649
２号（３－５歳）※２ 677

３号（１・２歳） 379
３号（０歳） 74

計画策定時実績値

平成２７年度

1
5

10,680
449

専門職訪問（回数） 255
育児・家事援助（回数） 0

ショートステイ 0
トワイライトステイ 0

1,195

幼稚園（実施園） 3
保育所（実施園） 3

保育所（人） 4,196
延長保育事業 保育所（実施園） 8

病児・病後児保育事業 人日 319
放課後児童健全育成事業 利用者数 523

子育て短期支援事業

養育支援訪問事業

一時預かり事業

ファミリーサポートセンター事業（活動回数）

利用者支援事業（箇所数）

地域子育て支援拠点事業（箇所数）

妊婦健康診査（回数）

乳児家庭全戸訪問事業（回数）
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（３）子育て全般についての満足度 ※アンケート結果から ● ● ● ● ● ● ● 

子育ての環境や支援への満足度について 

【就学前児童の保護者】 

「3」の割合が43.1％と最も高く、次いで「4」の割合が25.1％、「2」の割合が

20.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生の保護者】 

「3」の割合が43.4％と最も高く、次いで「4」の割合が25.7％、「2」の割合が

18.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 435 ％

1

2

3

4

5

無回答

6.0

18.9

43.4

25.7

4.4

1.6

0 20 40 60 80 100

満足度が低い 

満足度が高い 

回答者数 = 578 ％

1

2

3

4

5

無回答

6.6

20.1

43.1

25.1

2.9

2.2

0 20 40 60 80 100

満足度が低い 

満足度が高い 
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４ 基本目標ごとの課題と方向性 

ここでは、第１期計画の基本目標ごとに、主要事業の取組状況及びアンケート調査

結果から、課題及び方向性を整理しました。 

 

基本目標１ 安心して子どもを生み育てるために ● ● ● ● ● ● ● 

安心して子どもを産み育てるためには、不妊で悩む人への支援も含め、妊娠・出産

期、生まれた後も切れ目なく支援することが重要であり、求められています。 

妊娠届出時には、子育て世代包括支援センターの保健師（以下、「子育てコンシェル

ジュ」という。）が、妊婦面接を行い、安心して出産できるよう保健指導を行っていま

す。その後、面接時のききとりなどにより、1人1人支援プランを作成しますが、出産

や育児に関し、身体的・社会的なリスクをもっておられる方も多くおられます。 

リスクの高い方には、妊娠中から訪問等で個別支援を行っていますが、医療機関な

どと連携して継続した支援をしていくことも必要です。 

アンケートの調査結果では、子育てをする上で、不安に感じていることとして、「病

気や発育・発達」の割合が４割程度となっています。 

乳幼児期は、基本的生活習慣や人格形成の基礎が培われる大切な時期にあり、家庭

の関わり方が重要です。子どものからだや発達にとってどのような環境や関わりが必

要なのか、乳児健診等の場で睡眠、食、遊びなど具体的に保護者に伝え、継続した母

子保健施策を推進していく必要があります。 

 

 

 

 

 

平成28年度 平成29年度 平成30年度

550人 563人 549人

123人（22.4%） 287人（51.0%） 310人（56.4%）

403人（73.3%） 268人（47.6%） 225人（41.0%）

社会的リスク 41人 53人 77人
身体的リスク 362人 215人 148人

24人（4.4%） 8人（1.4％） 14人（2.6%）

社会的リスク 精神疾患の現病、経済困窮、予期しない妊娠、外国籍等

身体的リスク 高齢初産、多胎、長期不妊治療、精神疾患の既往等

ハイリスク  特定妊婦、若年、精神疾患未治療、親族支援者なし等

《妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援の取り組み》
             （コンシェルジュ事業 平成28年度開始）

妊娠届出時面接者数

要支援

一般支援

ハイリスク支援

再

掲
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基本目標２ 子どもの健やかな成長のために ● ● ● ● ● ● ● 

本市においては、桂川洛西口新市街地の開発により、平成27年から平成31年の４

年間で3,000人強の人口増となり、多くの子育て世帯の方が新たに向日市に住まれる

こととなりました。 

そうした状況下において、保育ニーズが増大するなか、認可保育所や小規模保育所

の誘致、第２保育所の建て替えなどにより、毎年、本計画の目標量を見直し、保育所

定員を拡大し、待機児童対策を進めてきました。 

令和２年４月には、100人定員の認可保育所が開設されることから、待機児童は解

消の方向に向かう見込みですが、今後、保護者の就労状況の変化等により、保育の必

要性がある家庭が増加することが考えられます。 

また、幼児教育・保育無償化によるニーズの増加を適切に見込み、幼稚園、保育所

の受け皿の確保とともに、教育・保育の質を高めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

放課後児童クラブについては、入会児童数に応じ、必要な施設を整備するとともに、

様々な人との交流、地域との関わりを通して、子どもが社会性を身につけられるよう、

多様な体験・活動・交流ができる機会を提供することが必要です。 

 

 《保育所定員の状況》

H27 H28 H29 H30 H31
定員 1,050 1,079 1,199 1,209 1,274

 《不妊治療の助成状況》

女 男 女 男 女 男 女 男
100 0 70 5 105 4 112 9

 内 出産数

平成29年度

109人

53人（50.5%）

平成30年度

121人

5９人(52.7 %）

平成27年度

助成実人数 100人

34人（34.0％）

平成28年度

75人

36人（51.4%）
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基本目標３ 家庭での子育てを支えるために ● ● ● ● ● ● ● 

（１）子育てに対する支援・相談体制の充実 

本市では、子育てに不安や悩みを抱えた保護者や子育て家庭が孤立することなく、必要な

情報を得て、相談や適切なサービスにつながるよう広報むこうやfacebook、LINEといった

情報発信に加え、保育所・幼稚園等の地域の子育て支援事業を包含したガイドブックを利用

者支援事業を活用して発行するなど積極的に情報発信に取り組むとともに、家庭児童相談室

を中心に、様々な相談に対応しています。 

アンケート調査では、身近に協力者がいない保護者の割合が２割程度となっていますが、

本市では家庭において保護者の病気や出産等の理由で一時的に養育することが困難となった

場合の子育てを支えるためのショートステイやトライライトステイ等の支援にも取り組んで

きました。 

今後においても、様々な状況にある子どもや子育て家庭に対するきめ細やかな対応、児童

虐待防止のネットワークの充実していく必要があります。 

 

《家庭児童相談の状況》 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

延べ相談件数 485 409 454 605 

 
《地域子育て支援拠点事業》 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

箇所数 1 1 3 3 

延べ利用人数 2,034 4,612 15,031 14,622 

 

 

（２）支援が必要な子どもに対する支援・相談体制の充実 

すべての子どもは、障害の有無に関わらず、その健やかな成長のために適切な教育・保育

の機会が与えられる必要があります。地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進

と合理的配慮のもと、支援の質の確保及びその向上を図るとともに、支援が必要な子どもに

対しては、児童発達支援などの適切な支援につなげていくことが重要です。 

アンケート調査では、子育てをする上で、不安に感じていることとして「病気や発育・発

達」の割合が４割程度となっています。 

本市では、支援を必要とする子ども及びその家族に対する情報提供や関係機関との連携を

図り、障がいのある子どもが、発達の段階や障がいの状況など個々の状況に応じた支援がう

けられるよう取り組んできました。 
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一方、近年、発達相談や児童発達支援事業等の障害児通所支援を利用する子どもが増加し

ていることから、子どもの発達面で不安を抱えている子育て家庭の相談支援体制や支援の一

層の充実が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

《児童発達支援事業の状況》 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

事業所数（２市１町） 2 か所 4 か所 5 か所 6 か所 

実利用人数 66 人 70 人 83 人 80 人 

 

《放課後等デイサービス事業の状況》 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

事業所数（２市１町） 4 か所 7 か所 11 か所 14 か所 

実利用人数 84 人 94 人 112 人 143 人 

 

 

（３）児童虐待の予防とその対策の充実 

児童虐待への対応については、制度改正や関係機関の体制強化などにより、その充実が図

られてきましたが、本市においても年々増加の傾向にあります。 

また、児童虐待防止の広報・啓発の充実に努めるとともに、要保護児童対策地域協議会の

機能強化を図り、子どもの虐待（疑いを含む）を発見した際に、速やかに通告し連携、支援

できる体制を強化することが求められていることから、専任の管理職の配置や、児童相談所

での勤務経験がある家庭相談員を配置し、相談体制並びに児童相談所、学校、警察等との連

携強化に努めています。 

虐待予防には、地域での早期発見と併せて、妊婦面接時から、虐待のリスクが高いとされ

る望まぬ妊娠、若年、支援者がいない家庭などを把握し、妊娠中から個別支援を行っていま

すが、２か月児全数訪問、乳幼児健診等、母子保健事業の中で継続して親子の様子を見守り

ながら、虐待が疑わしい状況であれば、関係機関と連携していく必要があります。 

 発達相談
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

相談回数 122回 173回 169回 173回
相談人数（実） 151人 223人 231人 251人

ことばの相談
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

相談回数 13回 12回 12回 13回
相談人数（実） 17人 21人 18人 22人
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《虐待通告の状況》 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

件数 57 62 75 77 

児童数 99 92 107 146 

 

《要対協取扱実件数》 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

世帯数  162 184 193 

児童数  296 332 335 

 

 

 

 

基本目標４ 仕事と生活の調和を実現するために ● ● ● ● ● ● ● 

本市では、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現のため、延長保育

事業や休日保育事業、病児・病後児保育事業など多様な保育サービスに取り組んでき

ました。 

 

《延長保育事業の状況》 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

箇所数 8 10 11 11 

実人数／年 628 651 701 679 

 

《休日保育事業の状況》 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

箇所数 1 1 1 1 

実人数／年 23 29 52 61 

 

《病児・病後児保育事業》 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

箇所数 1 1 1 1 

延べ人数／年 441 434 398 421 
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仕事と家庭の両立について、アンケート調査では、保護者の育児休暇の取得状況に

ついて、「取得した（取得中である）」の割合が母親で約５割となっており、平成25

年度調査と比較すると増加しています。一方で、父親では、「取得していない」の割合

が約９割となっており、その多くが取得できていない状況です。 

利用者のニーズに対応して多様な子育て支援サービスの展開や保育園所（園）や留

守家庭児童会などを整備することが必要です。また、女性の育児休業取得率は、制度

の着実な定着が図られているものの、男性の取得率が依然低いことから、社会全体で

育児休暇制度を利用しやすい気運の醸成を図る必要があります。 

 

 

基本目標５ 子どもと子育てにやさしい地域づくりのために ● ● ● ● ● ● ● 

本市では、妊婦や子ども連れの方、また子どもたちにとって、施設や道路が使いや

すく安全であるために、子どもや子育てにやさしい歩道の拡幅や段差の解消、公園施

設や遊具の計画的な点検・修繕等の生活環境の整備に取り組んできました。 

保育園や幼稚園では、子どもたちの安全を確保するために、京都府や警察等の関係

機関とともにお散歩コースの実地調査を行う等、安全対策を進めてきました。 

また、小学校では通学路の危険個所に交通指導員を配置し、児童の通学時における

安全確保に努めてきました。 

子どもの安全・安心は社会の要であるとの認識のもと、子どもたちがあたたかな地

域の見守りの目のなかで、のびのびと遊び、学ぶことのできる地域づくりが求められ

ます。社会全体で子どもの安全を守るという機運を高め、連携体制を構築していくこ

とが求められています。 
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第３章 計画の策定にあたって 
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１ 基本理念 

これまで取組みを進めてきた第１期向日市子ども・子育て支援事業計画では、子ど

もたちを地域社会全体で見守り、支えるまち、子どもの成長を喜び合えるまちを目指

すとともに、これから家庭を築き、子どもを生み育てたいと思う男女がその希望を実

現できる環境づくりを目指すという思いを込め、「未来をひらく子どもの育ちをみんな

で支え喜び合えるまち」を計画の基本理念に掲げてきました。 

本計画においては、第１期向日市子ども・子育て支援事業計画で掲げた理念を継承

し、次代を担う無限の可能性を秘めた子どもたちが、それぞれの個性と能力を伸ばし

ながら、いきいきと健やかに成長してくことができるよう、子どもたちの育成支援を

進めていきます。 

 

未来をひらく子どもの育ちをみんなで支え喜び合えるまち 

 

 

２ 基本的な視点 

本計画策定にあたって、以下に示す３つの視点を基本とします。�  

 

（１）子どもの視点 ● ● ● ● ● ● ● 

子どもの幸せを第一に考え、すべての子どもの生命と人権が尊重され、幸せに育つ

ことが保障されるよう子どもの視点に立ち、健全育成のための取組みを進めます。 

 

（２）家庭への支援の視点 ● ● ● ● ● ● ● 

子育てと仕事の両立支援のみならず、子育ての孤立化等の問題を踏まえ、広くすべ

ての子どもと家庭への支援という視点に立った取組みを進めます。 

 

（３）地域の視点 ● ● ● ● ● ● ● 

地域の人々が子育ての喜びや苦労を分かち合い、ともに子どもを守り育てていく豊

かな子育て環境を築いていけるよう、地域住民を主体とした社会全体の子育て支援の

体制づくりを進めます。 
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３ 基本目標 
 

基本目標１ 安心して子どもを産み、健やかな成長のために ● ● ● ● ● ● ● 

すべての子どもの人権が尊重され、子どもを産み育てることに安心と喜びを感じら

れるまちを目指します。 

また、妊娠・出産・子育て期を通じて親子の健やかな生活を支援する保健・医療・

福祉の連携強化をはじめ、人間性豊かに成長することができるよう、子どもの教育・

保育環境の整備などの施策を展開します。 

 

 

基本目標２ 家庭での子育てを支えるために ● ● ● ● ● ● ● 

子育てに不安や悩みを抱えた保護者や子育て家庭が孤立することなく、必要な情報

を得て、相談や適切なサービス利用につながる体制を推進し、子育てに関する相談や

交流事業、子育て学習の機会や情報提供など相談・支援体制の充実を目指します。 

また、幼児教育・保育無償化を中心とした子育て家庭への経済的負担の軽減や、子

どもたちが安心して外出できるための安全対策などの施策を展開します。 

 

 

基本目標３ 仕事と子育てを両立できる環境づくりのために ● ● ● ● ● ● ● 

男女がともに子育ても仕事も大切にできる社会を目指し、男女がともに育児休業等

を取得しやすい職場づくりや柔軟でゆとりある勤務形態の普及・啓発を推進します。 

また、幼児教育・保育の無償化が本格実施されるなか、それぞれの子育て家庭にあ

ったサービスの利用につながるよう幼児教育・保育のベストマッチに向けた施策を展

開します。 

 

 

基本目標４ 子育てを地域で支えるために ● ● ● ● ● ● ● 

児童虐待防止のため、ネットワークの充実などの施策を展開するとともに、ひとり

親家庭や障がいのある子どもを持つ家庭など、支援が必要な家庭や子どもの自立を支

える施策を推進します。 

また、子どもの貧困対策として、全ての子どもたちが夢と希望を持って成長してい

ける社会が実現できるよう、各関係課・関係機関・地域等による連携協力によって総

合的に施策を推進します。 
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４ 施策の体系 
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［ 基本理念 ］ ［ 基本施策 ］ ［ 基本目標 ］ 

１ 安心して子どもを
産み、健やかな成
長のために 

２ 家庭での子育てを
支えるために 

３ 仕事と子育てを両
立できる環境づく
りのために 

４ 子育てを地域で支
えるために 

（３）子どもの健康な心とからだづくりの推

進 

（２）安心・安全に妊娠や出産ができる施策

の推進 

（１）子どもの人権を守る体制づくり 

（１）保育サービスの充実 

（２）子育ての経済的負担への充実 

（１）子育てに関する情報提供の充実 

（２）支援の必要な家庭や子どもの自立と子

どもの貧困対策の推進 

（１）児童虐待防止対策の推進 

（２）仕事と生活の調和に関する広報・啓発 

（３）子育てに対する支援・相談の充実 

（５）児童の健全育成 

（３）安心して外出できるために 

（３）男女が共同し取組む子育ての推進 

（４）子どもの豊かな感性を育む教育・保育

の推進 


